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養
鷓
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
教
學

藤

原

弘

道

養
鸛
徹
定
上
人
は
近
世
淨
土
宗
が
生
ん
だ
學
曾
で
あ
り
、
傑
曾
で
あ
る
。
淨
土
宗
知
恩
院
門
主
と
い
ふ
よ
り
も
、
鑑
識
家
、
考
證
家
と
し

て
、
ま
た

一
面
排
外
教
家
と
し
て
廣
く
知
ら
れ
、
明
治
佛
教
史
上
特
異
な
存
在
で
あ
つ
た
こ
と
は
、・
既
に
藤
堂
肪
範
氏
が
、
龍
谷
大
學
論

0

叢
第

二
九
三
號

「
明
治
佛
教
研
究
」
に
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
叉
熟
烈
な
る
護
法
憂
佛

の
精
神
か
ら
幾
多

の
著
作
を
公
に
し

て
、
皇
國
の
佛
法
を
排
斥
す
る
こ
と
の
不
可
を
力
読
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
現
代
佛
教
」
昭
和
八
年
七
月
特
輯
號
「
明
治
佛
教

の
研
究
、

②

回
顧
號
し
に
高
瀬
承
嚴
氏
や
藤
本
了
泰
氏
等

に
よ

つ
て
紹
介

さ
れ
て
ゐ
る
。
か

の
行
誠
上
人
が
廢
佛
毀
釋

の
眞
唯
中

に
、
復
古
正
風
の
警

鐘
を
鳴
ら
し
た
聖
僣
で
あ
る
に
對
し
て
、
徹
定
上
入
は
隱
溪
禪
師

・
普
門
律
師

・
日
勇
上
人

・
文
雄
上
人

・
潮
音
上
人

・
南
溪
和
上

・
曇

龍
和

上

・
龍
温
和
上
等
と
相
前
後
し
て
、
僭
徒
必
す
し
も
蠧
食
す
る
も
の
に
あ
ら
す
と
て
、
破
邪
顯
正

の
大
旆
を
か
ざ
し
、
佛
法
國
釜

の

③

理
を
明
し
た
護
法

の
氣
節
僣

で
あ
つ
た
こ
と
は
、
徳
重
淺
吉
氏
が
そ
の
著
、
「
維
新
政
治
宗
教
史
研
究
」
の
う
ち
に
論
じ
て
ゐ
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
維
新

の
大
業
既
に
成
り
王
政
復
古
す
る
や
、
神
佛
判
然
は
廢
佛
毀
釋
と
化
し
、
佛
教

の
存
廢
さ

へ
杷
憂

さ
れ
た
時
に
當
り
、

毅
然

と
し
て
全
佛
教
σ
面
目
を
擔

つ
て
立
た
れ
た
感

の
あ
る
徹
定
上
人
の
、
熱
烈
な
る
意
氣
と
、
透
徹
せ
る
理
論
と
は
、
蓋
し
日
本
佛
歡



史
上
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
年
は
宛
も
上
人
の
五
十
回
忌
に
相
當
す
る
。
私
は
此

の
小
作

を
草
し
て
、
上
人
の

芳
躅

を
偲
び
、
教
學

の
上
に
於
け
る
護
國
[護
法
の
精
紳
に
味
到
し
た
い
。

二

養
鷓
徹
定
上
人
は
號
を
松
翕
、
杞
憂
道
人
、
古
溪
或
は
古
經
堂
と
も
い
ふ
。
文
化
十

一
年
甲
戌
三
月
十
五
日
、
筑
後
國
久
留
米
に
呱
女
の

④

聲
を
あ
げ
た
。
父
は
有
馬
藩
士
鵜
飼

萬
五
郎
政
善
、
母
は
久
保
氏
で
、
上
人
は
そ

の
二
男
で
あ
る
。
資
性
頗
る
頴
悟
、
六
歳
の
時
、
瀬
戸

町
西

岸
寺
光
譽
禪
龍
和
尚

の
室

に
投
じ
て
剃
髮
出
家
し
た
。
時

に
文
政
二
年
三
月
で
あ

つ
た
。
同
十
年
西
京
に
遊
學

し
て
儒
佛
二
道
を
學

ぴ
、
天
保
三
年
十

一
月
江
戸
に
移
錫
し
、
増
上
寺
順
應
寮

に
入
つ
て
五
重
を
受
け
、
五
年
十

一
月
功
譽
念
成
大
僭

正
に
就
て
宗
脹
を
禀
承

し
た
。
同
十
三
年
四
月
功
譽
大
僣
正

の
命
に
依
り
、
新
谷

の
學
寮
を
司
る
こ
と
X
な
り
、
梵
網
經
、
原
人
論

・
暦
象

論
等
を
講
じ
、
學
生

を
薫
陶
し
、
縁
山
詩
叢
三
卷
を
編
著
し
た
。
嘉
永
五
年
三
月
に
は
京
都
獅
ケ
谷
法
然
院
に
於
て
、
忽
澂
上
人
が
檗
版

に
建
仁
寺

の
麗
版
を

校
合

し
た
樹
校
録

の
騰
寫
を
行
ぴ
、
更

に
大
和
に
入
り
、
七
大
寺
古
寫
經
を
捜
索
し
、
奈
良
念
佛
寺
の
袋
中
上
人
蒐

集
の
古
經
、
古
寫
經

を
調
査
し

.N
o
,萬
延
元
年
に
は
有
名
な
る
闢
邪
管
見
録

二
卷
を
著
述
し
、
闢
邪
集

一
卷
を
覆
刻
し
て
破
邪
の
大
旆
を
か
ざ
し
た
。

關

東
十
八
壇
林

の

一
な
る
武
藏
國
岩
槻

の
淨
國
寺

に
住
職
し
た
の
は
丈
久
元
年
で
上
人
四
十
八
歳
の
時
で
あ
り
、
爾
來
五
十
九
歳
ま
で

足
掛
十
二
年
に
及
ん
で
ゐ
る
。

抑

、
文
久
元
年
以
來

の
數

ケ
年
は
我
日
本
の
大
な
る
歴
史
的
轉
換
期
に
臨
ん
で
ゐ
た
内
外
頗
る
多
事
な
時
で
あ

つ
た
。
徳
川
二
百
五
十
、

年
太
甼

の
夢
は
黒
船
の
來
航

に
よ
つ
て
破
ら
れ
、

國
内
に
は
奪
皇
と
孃
夷
、

佐
幕
と
開
港

の
甥
立
に
渦
卷

い
た
。

前
年
井
伊
大
老
の
歿

養
鷓
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
歡
學
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原
弘
)
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二
八

後
、
幕
府
は
公
武
合
體

の
論
を
以
て
時
局
を
收
拾
せ
ん
と
し
て
、
此
年
十
月
皇
妹
和
宮
親
子
内
親
王
の
御
東
下
が
行

は
れ
た
が
、
翌
年
安

藤
信
正

の
刺
傷
事
件
が
勃
發
し
た
。

一
方
外
人
に
樹
す
る
反
感
は
幾
多
の
殺
傷
事
件
を
生
ん
で
物
情
騒
然
た
る
も

の
が
あ
つ
た
。
か
く
の

如
き
内
外
の
情
勢
は
、
淨
國
寺

の
山
門
奥
深
く
念
佛
精
進

の
出
家

に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
さ
す
に
は
止
ま
な
か
つ
た
。
殊
に
時
世
を
觀
る

に
敏

な
る
徹
定
上
人
に
於
て
は
、

一
暦
想
像
す
る
に
難
く
な

い
。
爾
來
數
年
に
亙
つ
て
、
闢
邪
集
を
複
刻
し
て
は
破

邪
に
當
り
、
更

に
蓮

門
經
藉
録

一
卷
、
古
經
題
跋
二
卷
、
譯
場
列
位
二
卷
、
羅
漢
圖
讃
集
二
卷
、
續
興
學
編

一
卷
、
所
疇
辯

一
卷
、
南
蠻

興
廢
記

一
卷
、
破
提

宇
子

一
卷
、
釋
教
正
謬
初
破
再
破
三
卷
、
笑
耶
論

一
卷
、
辨
道
書
目
提
要

一
卷
等

の
諸
書
を
、引
續
き
或
は
著
作
し
、或
は
複
刻
し
た
。

一

面
明
治
元
年
十
二
月
京
都

の
諸
宗
同
徳
會
盟
に
參
加
し
、
同
二
年
四
月
廿
五
日
芝
山
内
増
上
寺

の
會
盟
に
は
そ
の
盟
主
と
な

つ
た
。
こ
れ

0

諸
宗
僣
侶

の
中

の
先
覺
者

の
集
合

で
、
互
に
學
業
を
練
磨
し
、
耶
蘇
教
制
禁
に
努
め
、
檀
家
を
教
導
し
た
の
で
あ
ゐ
。
明
治
三
年
に
は
か

の
有

名
な
佛
法
不
可
斥
論

一
卷
を
著
し
て
廢
佛
毀
釋
論
者

に

一
矢
を
報

ひ
た
。
此
書
は
廣
く
讀
ま
れ
た

の
で
あ
る
。
明
治
五
年
教
部
省

の

十
等

出
仕
に
補
せ
ら
れ
、
同
六
月
に
は
權
少
教
正
に
敍
せ
ら
れ
て
淺
草
誓
願
寺
に
轉
佳
、
七
月
權
大
教
正
に
補
せ
ら
れ
、
翌
六
年

一
月
に

は
小
石
川
傳
通
院
に
轉
住
し
た
。
七
年
四
月
知
恩
院
に
晋
山
、
八
年
三
月
に
は
大
教
正
に
補

せ
ら
れ
た
。
九
年
十
月
式
部
寮
雅
樂
大
曲
を

傳
授

せ
ら
れ
、
大
令
人
と
な
つ
た
が
、
上
人
が
音
樂
に
も
長
じ
て
ゐ
ら
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
間
、
鹿
兒
島
不
斷
光
院

の
再
興
を
計
り
、
叉
廢
佛
毀
釋

の
爲
め
に
荒
れ
は
て
た
隱
岐

の
教
田
再
興

に
努
め
、
西
郷
港

の
闡
隆
寺
、
莊

樂
寺
、
專
念
寺
、
西
明
寺
等

の
創
建
、
及
び
そ

の
他
読
教
所
の
設
置
に
力
を
盡
し
、
或
は
華
頂
宗
學
校
を
現
在
の
華

頂
高
女
の
地
に
設
置

し
、

宗
門
教
育
施
設
の
更
改
を
計
つ
た
な
ど
、
佛
教
再
興

の
爲
め
不
惜
身
命

の
幾
年
月
を
逡

つ
た
。
十
七
年
教
導
職

廢
止
の
令
が
出
た
の

で
、
翌
年
管
長
に
任
命
、
十
九
年
門
跡
號
を
許
さ
れ
た
が
、、
廿
年
四
月
知
恩
院
を
辭
し
、
山
内
醸
壽
院
に
退
隱
せ
ら
れ
た
。
當
時
淨
土
宗



は
宗
政
上
關
東

と
關
酉

の
軋
轢
甚

し
く
、
加
ふ
る
に
知
恩
院
は
借
財

の
爲
め
財
政
上
の
危
期
に
瀕
し
て
ゐ
た
。
そ
う
し
た
時
に
退
隱
さ
れ

た
上
人

の
晩
年
は
、
眞
に
不
遇
な
り
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
廿
二
年
筑
後
西
岸
寺

に
寓
し
、
傳
語
匡
謬
及
餘
論

一
卷
を
著
し
た
。
翌

々
廿

四
年

二
月
愛
知
縣
下
巡
錫
中
、
不
辛
病
を
得
て
、
三
月
十
五
日
名
古
屋
村
阿
彌
陀
堂
(
現
西
區
干
歳
町
崇
徳
寺
)
に
於

て
邁
化
せ
ら
れ
た
。

世
壽
七
十
八
、
法
號
隨
蓮
杜
順
譽
上
人
金
剛
寶
阿
松
翕
徹
定
大
和
徇
と
稱
す
る
。
生
年
と
示
寂
と
同
月
同
日
で
あ

つ
た
こ
と
は
奇
し
き
次

第
で
あ
る
。

以
上
を
以
て
上
人

の
生
涯
を
大
略
跡
づ
け
た
と
思
ふ
。

三

さ
て
上
人
の
著
作
を
通
じ
て
上
人
が
如
何
な
る
精
神
生
活
を
さ
れ
た
か
。
叉
如
何
な
る
態
度
を
以
て
外
教

に
當
ら
れ
た
か
。
佛
歡
傳
來

以
來

干
有
餘
年
、
我
が
國
民

の
精
禪
.丈
化
に
尠
ら
す
寄
與
し
、
國
民
丈
化
の
指
導
原
理
と
な
つ
た
佛
教
が
、

一
朝

に
し
て
破
壞
撲
滅
さ
れ

ん
と
し
た
危
機

に
際
會
し
て
、
上
人
は
如
何
な
る
自
覺
と
反
省

と
を
以
て
、
之
が
擁
護
に
當
ら
れ
た
か
。
そ
の
教
學

に
於
け
る
護
國
護
法

の
方
面
に
就
て
考
察
を
す
乂
め
や
う
。

幕
末
外
船

の
渡
來
、
開
國
通
商
は
、
外
教
禁
止
の
令
も
途
に
そ
の
破
綻
を
生
す
る
の
有
樣
と
な
つ
た
。
綣
新
以
後

と
雖
も
そ
の
當
初
は
、

禪
道
國
教
主
義
を
探
り
、
外
教
の
輸
入
を
拒
が
ん
と
し
た
。

と
は
言
ひ
な
が
ら

一
面
文
明
開
化

の

一
要
素

と
し
て
歡

迎
さ
れ
ん
と
し
つ
乂

あ

つ
た
の
で
あ
る
。
か
玉
る
際
、
外
歡
に
肉
逍
し
て
破
邪
の
筆
劍
を
振

つ
た
佛
教
徒
も
決
し
て
少
く
は
な
い
。
矢
繼

早
に
諸
種

の
出
版
が

出
さ
れ
た
。

上
人
も
教
界

の
一
角

に
抽
ん
で
て
ゐ
た

一
人
で
あ
つ
た
。

上
人
が
邪
正
辨
別

の
公
論
を
録
す
る
所
以
は
「
意
タ

"
廣
ク
先
賢

養
鶴
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
教
學

(藤
原
弘
)

二
九



三
〇

⑥

ノ
苦

心
ヲ
ア
ラ

ハ
シ
、
普

ク
後
昆
ノ
龜
鑑
ト
ナ
シ
テ
、
大
經
大
法
並
ビ
馳

セ
、
國
恩
佛
恩
均
シ
ク
報
ゼ

ン
コ
ト
ヲ
冀

フ
ノ
ミ
、
L
で
あ
り
、

「
國

・家
ノ
禁
條
ヲ
嚴
重

二
守
リ
、
天
下
ノ
人
民

一
致

シ
テ
、
虎
狼
ヲ
驅
逐
ス
ル
ガ
如
ク
セ
バ
、
大
ナ
ル
憂
ナ
カ
ラ

ン
歟
。
鳴
呼
邪
徒
ノ
毒
ヲ

流

ス
コ
ト
、
洪
水
ノ
河

二
浴

レ
、
岸
ヲ
衝
ク
ガ
如

シ
。
早
ク
其
微
ヲ
防
ギ
、其
漸

ヲ
杜
ガ
ザ
ル
ト
キ

ハ
、
ツ
ヒ
ニ
洛

天
ノ
災
ト
ナ
ラ
ン
。
國

0

ノ
タ

メ
法
ノ
タ
メ
、
聊
サ
カ
微
衷
ヲ
陳

ス
ル
」

と
い
ふ
に
あ
る
。
か
く
の
如
き
趣
旨
を
以
て
、
幕
府

の
耶
蘇
教
禁

止
條
丈
に
和
漢
名
士
の

駁
撃

の
論
著
を
併

せ
論
破
す
る
た
め
、
闢
邪
管
見
録
を
著
し
た
。
又
辨
道
書
目
提
要
は
和
湊

の
破
邪
護
法
に
關
す
る
典
籍
目
録

で
あ
る
が
、

そ

の
編
述

の
理
由
も
亦
、
「
輓
近
蠻
夷
禽
獸
之
風
俗
浸
淫
都
鄙
、
聖
人
之
教
四
分
五
裂
、
互
相
詆
讐
大
道
寥

々
竟
莫
知
返
良
可
浩
嘆
也
、
頃

⑧

者
瓧
友
請
審
古
今
學
風
之
變
態
、
仍
先
録
其
書
目
以
備
今
日
之
警
策
」
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

因

に
維
新
當
初
に
於
て
切
支
丹
邪
宗
門
は
國
禁
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
明
治

二
年
太
政
官
か
ら
掲
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尤
も
間
も
な

⑨

く
邪
の
字
を
除
き
、
切
支
丹
宗
門
と
し
た
こ
と
は
佛
教
邁
難
史
論

に
読
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
岩
倉
公

一
行
歸
朝

の
後
、
條
約
改
正
の
さ
ま

た
げ
と
な
つ
た
の
で
、
明
治
五
年

一
般
制
札
を
取
除
か
し
め
た
。
こ
の
國
禁
解
除
が
公
許
と
誤
ら
れ
、
傳
道
布
教
が
行
は
れ
る
に
至
つ
た
。

か
く
て
諸
宗
僭
徒
の
外
教
排
撃
が
叫

ば
れ
、
二
年
六
月
、
徹
定
上
人
は
諸
宗
總
代
と
し
て
、
高
野
山
明
王
院
壌
隆

と
共
に
蓮
署
を
以
て
、

外
教
防
禦

の
儀

に
つ
き
堅
く
御
禁
制

の
御
布
告
な
し
下
さ
る
や
う
「
各
國
府
藩
縣
及
津
港
惣
而
四
民
輯
輳
ノ
地

へ
致
出
張
、
防
禦
之
實
效
相

　

立
候
樣
盡
力
可
仕
候
。
僣
徒
之
報
國
盡
忠
者
此

一
擧

二
御
座
候
間
、
不
惜
身
命
從
事
仕
度
奉
存
候
」

と
獻
言
し
て
ゐ
る
。
か
く

の
如
き
志

操
堅
固

の
僭
侶
に
よ
つ
て
、
た
と

へ
寺
院
は
燒
か
れ
、
佛
像
は
破
毀
さ
れ
、
寶
物
は
捨
て
ら
れ
た
と
は
い
へ
、
教
學
復
興

の
途
上
に
光
明

は
取
殘
さ
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

然
ら
ば
次
に
神
儒

;
教
に
封
し
て
は
如
何
な
る
態
度
を
持
せ
ら
れ
た
か
。
由
來
王
政
復
古

の
大
業
は
、
思
想
的
に
は
儒
者
、
國
學
者
、



　

神
道
家
等

の
貢
獻
に
よ
る
處
大
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
さ
て
王
政
復
古
が
成
就
す
る
と
、
禪
武
創
業

の
御
精
禪
に
聾
る
と

い
ふ
見
解
か
ら
、
紳
道
が
絶
封
的
勢
力
を
占
め
、
そ

の
爲
め
祚
佛
分
離
は
や
が
て
廢
佛
毀
釋

と
惡
化
し
た
。
否
寧
ろ
神
佛
判
然
の
朝
旨
に

藉

口
し
て
、
之
を
實
行
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
上
人
と
雖
も
禪
道
は
重
ん
じ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
明
治
二
年
五
月
、
高
野
山
明
王
院
増

隆
と
共
に
獻
言
し
て
、
「
神
道

ハ
皇
國
固
有

ノ
道
ナ
ル
コ
ト
言
ヲ
待
ズ
。
儒
佛

ハ
之
ヲ
輔

テ
竝
行

ル
、
皆
是
中
正
ヲ
幹

ト
シ
、
仁
慈

ヲ
根
ト

⑫

ス
」

と
い
ひ
、
「
佛
ヲ
賣
リ
、
儒

ヲ
衒

フ
ニ
非
ズ
」
と
皇
國
神
道

の
奪
崇
す

べ
き
こ
と
を
謹
言
し
、
併

せ
て
佛
教

の
必
す
し
も
斥
く
べ
き
も

の
に
あ
ら
ざ
る
所
以
を
述

べ
て
ゐ
る
。

四

抑

,
明
治
維
新

の
重
大
要
素
た
る
政
治

の
方
針
は
、
明
治
元
年
(慶
應
四
年
)閏
四
月
廿
七
日
太
政
官
か
ら
發
布
さ
れ
た
政
體
書

に
、
そ

の
精

神
を
詳
細
に
示
し
て
ゐ
る
。
部
ち
萬
機
公
論

の
御
精
神
に
よ
り
、
立
憲
政
治
に
よ
る

全
國
統

一
を
明
ら
か
に
示

さ
れ
た
。
是
よ
り
先
、

明
治
元
年
正
月
十
三
日
に
は
政
廳

の
總
名
に
太
政
官
代
が
設
け
ら
れ
、
同
十
七
日
に
は
、
そ
れ
を
總
裁
局
、
神
祗
事

務
局
、
内
國
事
務
局
、

外
國
事
務
局
、
國
防
事
務
局
、
會
計
事
務
局
、
刑
法
事
務
局
、
制
度
事
務
局

の
八
局
に
分
け
、
更

に
閏
四
月
廿

一
日

の
新
官
制
で
、
議
政

官
、

行
政
官
、
紳
祗
官
、
會
計
官
、
軍
務
官
、
外
國
官
、
刑
法
官

の
七
官
に
改
正
し
た
が
、
こ
の
制
度
は
何
れ
も
全
國
の
統

一
を
目
論
だ

も
の
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
二
年
七
月
八
日
叉

々
官
制
を
改
革
し
、
神
祗
、
太
政
の
二
官
、
民
部
、
大
藏
、
兵
部
、
刑
部
、
宮
内
、
外

務
の
六
官
が
設
け
ら
れ
た
。
後
に
は
太
政
官

の
上
に
紳
祗
官
が
設
け
ら
れ
、
祭
政

一
致
の
古
制
に
復

せ
ん
と
し
た
。
四
年
七
月
大
教

の
御

趣
意
書
に
就
て
諸
藩

に
御
沙
汰
書
を
降
さ
れ
、
八
月
禪
祗
官
を
神
祗
省
と
改
め
た
。
同
五
年
三
月
に
は
神
舐
省
を
廢

し
て
教
務
省
を
置
き
、

養
鷓
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
歉
學

(藤
原
弘
)
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三
二

「
第

一
條
、
敬
神
憂
國
ノ
旨
ヲ
體

ス
ベ
キ
事
、

第
二
條
、

天
理
入
道
ヲ
明

ニ
ス
ベ
キ
事
、
第
三
條
、
皇
上
ヲ
奉
戴

シ
朝
旨
ヲ
邇
守

セ
シ
ム

ベ
キ
事
」
と
い
ふ
三
篠

の
教
則
を
發
布
し
、
読
教
等
の
節
は
能
く
注
意
し
、
御
鬱

日
箱

悖
ら
ざ
る
樣
心
得
べ
耄

と
璽

布
さ
れ
た
。

(明
治
+
年
正
月
教
部
省
を
廢
し
内
務
省
に
祗
寺
局
を
置
く
)
か
く
し
て
祭
政

一
致
の
實
を
あ
ぐ
る
に
專
心
努
力
し
、
政
治
、
宗
教

の
上
か
ら
も
國

民
思

想
の
統

一
を
は
か
ら
ん
と
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
僣
侶
は
教
導
職
と
な
り
、中
央
の
大
教
院
に
封
し
て
地
方
に
も
中
・小
教
院
を
置
き
、

只
管

神
道
主
義
に
よ
る
系
統
的
教
化
を
施
さ
ん
と
企

て
た
。
そ
れ
が
爲
め
佛
教

の
如
き
頗
る
無
用
硯
さ
れ
、
途
に
廢
佛
毀
釋
の
蓮
動
が
起

さ
れ
る
に
至
つ
た
。
印
ち
明
治
元
年
三
月
十
七
日
禪
祗
事
務
局
よ
り
諸
瓧

へ
、
僣
形
に
て
別
當
或
は
瓧
僭
抔
と
相
唱

へ
候
輩
は
復
飾
被
仰

出
候

と
の
逹
し
が
出
た
。
更

に
同
廿
八
日
に
は
神
佛
判
然
の
布
告
が
出
て
、
佛
像
紳
體
の
禪
祉
は
改
む

べ
き
事
、
鰐

口
、
梵
鐘
、
佛
具
等

の
類

一
切
袖
蟹
肛
に
置
く

こ
と
の
禁
止
令
が
出
た
。
從
來
神
儒
佛
三
教
が
殆
ん
ど

一
體
と
な
り
、
我
國
民

の
精
神
生
活
を
豐
富
に
し
て
き
た

が
、

今
や
唯
神
道
.b
み
に
よ
る
と
い
ふ
こ
と
玉
な
つ
た
。
か
く
て
伊
勢
神
領
内
の
寺
院
廢
毀
の
こ
と
が
行
は
れ
、
續

い
て
鹿
島
紳
領
内

の

°
'

廢
佛

毀
釋
が
行
は
れ
、
漸
次
全
國
的
に
普
及
の
傾
向
に
到
つ
た
。

こ
の
こ
と
は
神
佛
判
然
の
布
令
を
廢
佛
毀
釋
と
取
違

へ
た
役
人
の
沙
汰

と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ

の
上
、
維
新
以
來
、
實
利
主
義

の
思
想
が
洛

々

一
世
を
風
靡
し
、
當
面
無
用

の
學
問
は
之
を
顧
み
な

い
こ
と

x
な

つ
た
。
輻
澤
論
吉

の
「
學
問

の
す
N
め
」
に
學
問
と
は
唯
む
つ
か
し
き
學
を
知
り
、
解
し
難
き
古
文
を
讀

み
、
和
歌
を
樂
し
み
、
詩
を
作

る
等
、
世
上
に
實

の

な
き
丈
學
を
宏
ふ
に
非
す
。
中
略
、
古
來
世
間

の
儒
者
和
學
者
な
ど
の
申
す
や
う
に
さ
ま
で
あ
が
め
貴
む

べ
き
者

に
あ
ら
す
、
L
と
て
、
極

端
な

る
功
利
主
義
を
彊
調
し
、
實
際
に
人
聞
普
通
日
常

に
間
に
合
ふ
學
問
、
例

へ
ば
い
ろ
は
四
十
七
文
字
を
習

ひ
、
手
紙

の
文
言
、
帳
合

の
仕
方
、
算
盤
の
稽
古
、
天
秤

の
取
扱
等

の
實
學

に
入
る
事
を
唱

へ
た
。
こ
れ
が
明
治
五
年

の
出
版
で
あ
る
が
、
か

玉
る
思
潮
に
封
し
、



彼

岸
の
精
禪
主
義
を
主
張
す
る
佛
教

の
よ
く
抗
し
得

べ
く
も
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
明
か
で
あ
る
。
然
も
萬
里
の
波
濤
を
拓
開
し
、
國
威

⑮

を
四
方
に
宣
布
し
、
天
下
を
富
岳

の
安
き
に
置
か
ん
こ
と
を
欲
す
。
印
ち
宇
内

一
等

の
國
を
つ
く
る
と
い
ふ
大
理
想
に
導
か
れ
て
は
、
陋

脅
を
打
破
し
て
文
明
開
化
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
と
は
言

へ
、
千
有
餘
年
間
努
力
し
蓄
積
し
て
來
た
文
化
的
遺
産
た
る
佛
教
を
、

⑯

玉
石

の
別
な
く
廢
毀
せ
ん
と
す
る
の
も
清
明
暢
快
な
.古
代
精
禪
に
悖
る
も

の
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

五

か

玉
る
時
勢
粧
に
封
し
て
、
心
あ
る
僣
徹
定
上
人
は
如
何
な
る
態
度
を
持
せ
ら
れ
た
か
。
明
治
三
年
三
月
、
か

の
有
名
な

「
佛
法
不
可

斥
論
」

一
卷
を
著
し
、
十
五
ケ
條

の
佛
法
不
可
斥
の
理
由
を
述

べ
て
、
近
來
洋
學

の
流
行
に
堂

々
の
筆
陣
を
張

つ
て
ゐ
る
。
殊
に
皇
國

の

佛

法
を
崇
ぶ
べ
き
こ
と
を
述

べ
、
天
下
の
寺
院
と
は
、
「
夲
常

ハ
諸
民
教
導

ノ
道
場
ト
シ
、
時
有
テ
諸
藩
侯
伯
ノ
館
第
ト
シ
、時
有
テ
萬
國

ノ
賓
客
ヲ
應
接

ス
。
其
大
厦
高
堂
ノ
如
キ
、
假
令

ヒ
百
萬
ノ
兵
ヲ
徴

ス
ト
雖

モ
、
風
雨
ノ
患

ヒ
ナ
カ
ラ
シ
ム
。
其
治
亂
兩
全
ノ
策
之

二
過

.
⑰

タ

ル
ハ
ナ
カ
ラ
ン
」
と
て
、
庶
民
教
導
は
四
恩
を
以
つ
て
主
義
と
す

べ
き
こ
と
を
述

べ
た
。
印
ち

一
方
佛
寺
毀
却

の
暴
擧
を
戒
め
、
或
は
我

國

古
來
詛
先

の
祭
祀
に
は
佛
事
を
以
て
之
を
行
ひ
、
夊
寺
院
に
は
組
先

の
墳
墓
あ
つ
て
庶
民
孝
敬
至
誠

の
歸
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
る

に
今
や
我
祭
祀
を
革
む
時
は
、
孝
敬

の
道
を
絶
滅
し
、
追
遠
歸
厚

の
我
良
俗
を
失
ふ
に
至
る
と
て
、
杜
會
風
教

の
上
よ
り
そ
の
排
斥
の
不

可

な
る
所
以
を
力
読
し
、
今
佛
法
を
斥
く
る
時
は
邪
徒
忽
ち
盧
を
窺

ひ
、
天
下
を
蹂
躪
せ
ん
と
極
言
し
て
ゐ
る
。
佛
教
は
異
國

の
教
な
り

と
し
て
、
世
間
か
ら
批
難
さ
れ
る
が
、
上
人

の
い
ふ
如
く
、
我
佛
法
は
皇
國

の
佛
法
に
し
て
異
國
の
佛
法

に
非
す
、
故
に
之
を
排
す
べ
か

ら
す
と
主
張
し
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
宛
も
閑
愁
録

の
著
者
、
土
藩
長
岡
謙
吉
が
、

「
佛
法
の
我
邦
に
入
し
よ
り
茲

に
二
干
年
、

皇
化
を
保

養
鷓
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
教
學

(藤
原
弘
)

三
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三
四

⑱

護
し
今
日
に
到
る
。
其
效
媾

々
見
る
べ
し
。
故
に
佛
法
は
天
竺
の
佛
法
と
の
み
言
ふ
べ
か
ら
す
。
乃
皇
國

の
佛
法

な
り
。L
と
い
ふ
の
と
趣

を
同

ふ
す
る
。
更

に
上
人
は
、
仁
法
二
教
、
禪
佛
本
跡
、
神
明
鯑
佛
、
佛
法
國
釜
、
鎭
護
國
家
、
生
死
感
業
、
三
世
因
果
、
須
彌
有
無
、
洋
教

新
古
、
二
法

一
雙
、
葬
式
釜
無
釜
、
法
事
弔
勤

の
+
二
問
答
を
述

べ
て
ゐ
る
が
、
就
中
佛
法
國
釜
な
る
理
由
も

「
紳
儒

ノ
道

ハ
廟
堂
臺
閣

ニ
ノ

ミ
行

ハ
レ
、
佛
法

ハ
兼
テ
民
間
草
野
至
愚
痴
頑
ノ
者
ト
雖
モ
、
四
恩
ノ
重
大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
訓

へ
、
造
次
巓
沛

ニ
モ
、
國
王
父
母
ノ
恩

徳
ヲ
戴
念
セ
シ
メ
、
忠
孝
仁
慈
ノ
道

二
接
誘

シ
テ
遺

ス
コ
ト
ナ
シ
ゆ
是
故

二
教
法

ハ
宇
内

二
洽
ク
、
以
テ
人
心
ヲ
和
同
維
持

ス
ル
者
、
我

佛
法

二
過
ル
者
ナ
シ
。
所
謂
善
ヲ
作

ス
同
ジ
カ
ラ
ザ

レ
ド
モ
、
同
ク
治

二
歸

ス
ト
是
也
。
是
我
紳
組
列
聖
皆
以
テ
佛
教
ヲ
崇
信

シ
給

フ
所

⑲

以
ナ
リ
。
」
と
い
ふ
に
あ
る
。

叉
佛
教
は
鎭
護
國
家

の
歡
法
な
る
理
由
を
示
し
て
、
「
夫

レ
天
ノ
時

ハ
地
ノ
利

二
如
ズ
、
地
ノ
利

ハ
入
ノ
和

二
如
ズ
、
縱

ヒ
堅
兵
利
器

ア
リ

ト
雖

モ
人
心
ヲ
失

ス
ル
時

ハ
旦
タ

ニ
シ
テ
危

シ
、
人
心
和
同

ス
ル
時

ハ
藜
杖
草
劍
モ
堅
甲
利
兵
ヲ
伐
タ
シ
ム
ベ
シ
。
是
古
今

一
定
ノ

0　

理
、
鎭
護
國
家
ノ
大
本
也
。
今
佛
法
能
ク
入
心
ヲ
和
同

シ
、
久
ク
國
家

ヲ
護
持

ス
。
豈
鎭
護
ノ
功

ナ
シ
ト
謂

ン
ヤ
」
と
て
國
史
に
記
さ
れ
、

各
宗

に
傳
は
る
所
を
以
て
、
護
國

の
佛
教
な
る
所
以
を
力
読
し
て
ゐ
る
。
更
に
葬
式
釜
無
釜
を
論
じ
、
引
導
誦
經
又
大
い
に
利
釜
あ
り
と
、

禪
道

全
盛

の
時
勢
と
雖
も
、
佛
教
を
排
す

べ
き
で
な
い
こ
と
.を
彊
調
し
て
ゐ
る
。
か
く
日
本
佛
教
を
皇
道
に
合
致

せ
し
め
、
且

つ
四
恩

の

思
想

を
以
て
、
佛
教
は
鎭
護
國
家

の
教
法
な
り
、
國
釜
な
り
と
い
ふ
護
國
思
想

に
關
係
せ
し
め
て
考

へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
特
別

の
意
義

が
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

六



更

に
高
檜
敬
禪
録

一
卷

に
至
つ
て
は
、
時
勢

の
趣
く
慮
を
十
分
察
知
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
「
吾
國
神
國
也
。
吾
儕

莫
ノ非
二禪
之
苗
裔
%

　

故
不
/拜
一三
諸
禪
噛更
求
二佛
力
↓則
感
應
阻
隔
、
豈
可
下
重
二異
域
一而
輕
中
皇
朝
上
哉
」
と
て
、
行
基
以
下
各
宗
諸
祀
の
神
祗
崇
重
の
事
蹟
を
抄

　　

出
し
、
「
世
之
人
仰
二慕
古
人
之
意
一而
所
二
神
祗
之
保
護
↓賛
ご補
文
明
之
治
化
噛則
當
ノ冤
二
尸
位
素
喰
之
讖
一焉
耳
。」
と

い
つ
て
ゐ
る
。
因
に

淨
土
宗

の
僭
侶
と
し
て
は
、
法
然
上
人

の
加
茂
の
河
原
屋
、
帥
ち
勢
觀
房

の
奇
瑞
を
收
載
し
、
聖
冏
上
人
に
就

い
て
、
麗
氣
記
見
聞
拾
遺

抄
、
及
び
禪
代
卷
註

の
著
を
引
用
し
、
「
佛

ハ
全
ク
禪
道
ナ
リ
、
往
生
ヲ
願
求

ス
レ
バ
即
チ
諸
神
ノ
眞
慮

二
稱
フ
。
禪
道
全
ク
佛
法

ナ
リ
、

幅
智

ヲ
所
念
ス
レ
バ
倚
諸
佛

ノ
護
念

二
預
ル
云
云
。

一
日
岩
瀬
神
祠

二
詣
デ
報
賽

セ
シ
ニ
龜
ア
リ
、
八
稜
鏡

ヲ
負
テ
來

ル
、
冏
之

ヲ
受
テ

神

ノ
享
ケ
給
ヲ
感
激
ス
。
其
鏡
今
徇
艸
地
山

二
藏

ス
。
後

二
武
藏
無
量
山

二
棲
隱

シ
テ
冰
川
明
禪
ヲ
祀
り
龍
神
ヲ
合

祭

ス
ト
云
、
」
と
て
、

敬
神

と
崇
佛
と
は
共
に
我
國
體
に
、
相
反
せ
な
い
こ
と
を
力
読
し
て
ゐ
る
。

こ
の
高
僣
敬
禪
の
思
想
は
、
上
人
が
先

に
所
疇
辯

一
卷
を
著

レ
、
神
佛

の
加
砧
を
疇
る
と
い
つ
た
こ
と
玉
共
に
、
上
人
の
神
道
思
想
を
窺
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

所
疇
辯
に
は
「
般
舟
三
昧
經

二
無
量
壽
佛
ヲ
念
ズ
ル
者

ハ
六
方
ノ
諸
佛
常

二
護
念

シ
、
一
切
ノ
諸
天
及
ビ
四
大
天
王
龍
神
八
部
影
ヲ
逐

テ

擁
護

シ
、
諸
ノ
惡
鬼
祚
横

二
厄
難
ヲ
加

フ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
諸
ノ
災
障
滄
滅

シ
テ
延
年
轉
壽
ノ
釜
ヲ
得
ル
ト
」
と
い
ぴ
、

叉
「
無
量
壽
經

二
天

下
和
順
日
月
清
明
風
雨
以
/時
爽
属
不
〆起
國
[豐
民
安
兵
戈
無
〆
用
崇
〆徳
興
γ
仁
務
修
二禮
讓
叫
大
聖
ノ
金
言
豈
吾
ヲ
欺

ン
ヤ
」
と
い
つ
て
ゐ

る
。
「
父
母
ノ
爲

二
佛
號
ヲ
稱
ス
レ
バ
佛
號
帥
忠
經
ナ
リ
、

疫
癘

ヲ
禳
ヒ
炭
輩
ヲ
除
カ
ン
ガ
爲

二
誦
經
念
佛

ス
レ
バ
、

鄙
チ
國
ヲ
治
メ
民

ヲ
安
ズ
ル
四
書
五
經
ナ
リ
、
苟

モ
至
誠
ノ
心
通
徹

ス
レ
バ
天
地
日
月
モ
之
ガ
爲

メ
ニ
感
動

シ
、
諸
天
善
禪

モ
之
ガ
爲

メ

ニ
幅
ヲ
降

ス
。
觀

經

二
至
誠
心
ヲ
以
テ
三
心
ノ
首
ト
ス
ル
コ
ト
尤

モ
旨
ア
ル
可

シ
。
感
應
冥
合
ノ
理

ハ
唯
至
誠

】
念
ノ
機
關

二
在
テ
言
辭
ヲ
以
テ
読
盡

シ
難

シ
。

只

マ
サ

ニ
默
契

ス
可

ノ
、、、。
易
行
易
修
ノ
法
ナ
ル
ヲ
以
テ
輕
易

二
看
過

ス
ル
コ
ト
勿

レ
。」
と
て
本
宗

の
所
願
所
禧
の
辯
を
述

べ
て
ゐ

養
鷓
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
歡
學

(藤
原
弘
)

三
五



三
六

る
。
さ
れ
ば
吾
等
「
聖
徳
ヲ
感
戴
シ
テ
國
家
ノ
輻
ヲ
所
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
」
で
あ
る
。
蓋
し
吾
淨
土
宗
の
所
り
は

「護
念
經

ヲ
讀
誦
シ
六
字
ノ
寶

符
ヲ
唱

ル
ヲ
以
テ
加
持
ノ
神
咒
ト
ス
。
唯
願
王
ノ
威
力
ヲ
以
テ
モ
ロ
く

ノ
厄
難
ヲ
淌
除
ス
ル
ノ
、、丶。
」
と
、
徇
元
組
大
師
の
御
言
葉

に
「
コ

ノ
世
ノ
所
リ

ニ
念
佛

ノ
外

二
佛

ニ
モ
神

ニ
モ
申

シ
經
ヲ
ヨ
ミ
カ
キ
、
佛
ヲ
作

ラ
ン
ハ
專
修
ヲ
サ
フ
ル
行

ニ
テ

ハ
候

ハ
ズ
、
」
と
て
、
厭
穢
欣

淨
を
宗
體

と
す
る
淨
土
門
も
、
皇
圖
鞏
固
佛
日
増
輝

の
所
り
を
修
す
と
も
、
,恐
く
は
宗
意

に
齟
齬
せ
す
や
と
述

べ
て

ゐ
る
。

七

最
後

に
淨
土
宗
傳
法
沿
革
皮
上
に
於
け
る
問
題
が
殘

つ
て
ゐ
る
。

こ
と
は
明
治
六
年
、
從
來
檀
林
の
み
で
行

ふ
て
居
た
傳
宗
傳
戒
を
、

京
都
四
個
本
山
で
も
行
ふ
こ
と
に
な
つ
た
の
に
始
る
。
帥
ち
上
人
は
明
治
十
年
吉
水
正
統
系
譜
略
を
著
し
て
、
勢
觀
房
と
聖
光
房
と
は
共

に
吉
水
正
統

の
同
源
同
流
な
る
者
、
關
東
關
西

の
各
本
仙
皆
正
統

に
し
て
、
傳
法
の
特
權
は
關
東
に
限
る
者
で
な
い
と
て
、
關
西

の
各
本

山
に
於

て
も
行
ふ
べ
き
で
あ
る
と
.主
張
し
て
、
京
都
四
箇
本
山

の
譜
脹
を
明
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
計
ら
す
も
大
問
題
を
惹
起
し
、
檀
林

派
と
知

恩
院
派
、
神
谷
大
周
師
と
山
田
辨
承
師
、
幅
田
行
誠
師
と
養
鷯
徹
定
師
、
相
互
に
論
難
駁
撃
に
日
を
累
ね
た
が
決
し
な
か
つ
た
。

行
誡
上
人
が
「
譜
脈
私
案
」
な
る

一
書
を
寄

せ
ば
、
徹
定
上
人
は
「
答
辯
譜
脹
私
案
」
を
草
し
て
之
に
酬
ひ
た
。
か
く
て
東
西

の
紛
爭
い
つ
解

決
す

る
と
も
見
え
な
か
つ
た
が
、
明
治
廿
年
四
月
上
人
知
恩
院
を
辭
し
、
と
に
か
く

一
段
落
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
本
稿

の

要
旨

で
な
い
か
ら
こ
こ
で
は
之
を
省
く
。
詳
細
は
上
人
の
著
「
吉
水
正
統
系
譜
略
」
、專
修
學
報
第
五
號
林
彦
明
氏
の
「
傳
統
血
脈
と
五
重
傳

書
」
、
龍
谷
大
學
論
叢
第
二
九
三
號
井
川
定
慶
氏
の
「
行
誡
上
人
と
淨
土
宗
」、
惠
谷
隆
戒
氏
の
概
読
淨
土
宗
史
「
傳
法

の
澹
革
」
等

に
よ
り

た
い
。
た
f
上
人
が

一
身
を
犧
牲
に
し
て
組
山

の
爲
め
に
、
嚴
護
法
城
の
熟
血
を
注
が
れ
た
こ
と
は
忘
れ
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
現
に
知



恩
院

に
於
て
宗
傳
傳
戒
を
行
ひ
得
る
に
至
つ
た
の
は
、
全
く
上
人
の
力
に
よ
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

八

さ

て
、
以
上
を
以
て

一
應
徹
定
上
人
の
教
學
に
於
け
る
態
度
を
窺
ふ
こ
と
が
出
來
た
と
思

ふ
。
蓋
し
外
部
に
向

つ
て
鋭
鋒
で
あ

つ
た
ば

か
り

で
な
く
、
封
内
的
に
も
肅
正
の
聲
を
あ
げ

「
寺
院
ノ
驕
奢
、
僭
侶
ノ
濫
行
、
及
ビ
暗
證
盲
修
、
不
學
不
明
ノ
如

キ
、
是
斥
ケ
ズ
ン
バ

ア
ル
可
ラ
⑱

又
「
佛
法
ノ
興
麌

唯
肇

ノ
一
ツ
ニ
在
リ
・
爨

已

二
成
テ
佛
替

ラ
讎
ハ墜

ぞ

イ
フ
～

岬

と
て
雋

の
衰

微
を
杞
憂
し
て
ゐ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
か
の
眞
宗
大
派

の
安
休
寺
晃
曜
が
「
ケ
樣

ノ
時
節

ニ
ナ
ツ
テ

ハ
、
旦
那
ノ
多

キ
モ
ケ
ナ
ル
カ
ラ
ズ
、

　

寺
格

ノ
高
キ
モ
ウ
ラ
ヤ
マ
シ
カ
ラ
ズ
、
只
學
ウ
占フ
ヤ
マ
敷
也
」
と
論
じ
て
ゐ
る
の
と
同
旨
で
あ
ら
う
。
と
に
か
く
上
人
自
身
の
精
神
生
活

は
豐

富
な
も
の
で
あ
り
、
高
き
教
養
を
持
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
想
像
出
來
る
。
そ
の
目
標
は
全
く
護
國
護
法
的
態
度
で
、

こ
れ
に
表

裏
膠
着
し
て
闢
邪
運
動

に
終
始
さ
れ
た
も
の
と
見
得
る
で
あ
ら
う
。

前

述
の
如
く
、
上
人
の
古
書
古
經

の
蒐
集
は
近
世
佛
教
書
誌
學

の
基
礎
を

つ
く
ら
れ
た
と
い
ふ
べ
く
、
現
在
知
思
院
に
藏
す
る
國
寶
菩

薩
處
胎
經
、
大
螻
炭
經
、
上
宮
聖
徳
法
王
帝
読
等
を
始
め
、
海
龍
王
經
、
地
藏
+
輪
經
等
、
幾
多
の
貴
重
典
籍
は
、
上
人
が
苦
心
蒐
集
し

て
寄
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
上
人
寂
後
散
佚
し
た
も

の
も
數
多
き
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
或
は
跋
を
加

へ
、
或
は
其
の
古
經
題
跋
に
録

し
て
ゐ
る
の
で
、

一
度
徹
定
上
人
の
愛
藏

に
歸
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
學
者
の
眼
に
觸
れ
、

一
躍
著
名
と
な
つ
た
も

の
も
少
く
な
い
。
最

近
筆
者
が
寓
目
し
得
た
京
大
教
授
小
川
睦
之
輔
博
士
祕
藏

の
國
寶
新
譯
華
嚴
經
音
義
二
卷
(
コ
ロ
タ
イ
プ
寫
眞
版
)
の
如

き
、

そ
の

一
例
で
あ

る
。

養
鵬
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
歡
學

(藤
原
弘
)

三
七



三
八

幅
田
行
誠
上
人
に
は
既
に
行
誡
全
集
が
發
刊
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に
徹
定
上
人
に
そ
の
全
集
な
き
は
轉
た
寂
寥
を
感
す
る
次
第
で
あ
る
。

嘗

て
十
年
あ
ま
り
以
前
、
阿
刀
弘
文
氏
に
よ
り
、
上
人
全
集
刊
行

の
企
て
が
發
表
さ
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
ゐ
る
が
、
そ

の
後
杏
と
し
て

音
沙
汰

が
な
い
。
本
春
は
宛
も
上
人
の
五
十
回
忌
に
相
當
し
た
。
知
恩
院
に
於
て
は

一
會

の
回
願
會
が
營
ま
れ
た
と
關

い
て
ゐ
る
が
、
此

際
報

恩
の

一
端
と
し
て
、
徹
定
上
人
全
集

の
刊
行
を
專
ら
提
唱
し
て
、
こ
の
拙
き
筆
を
擱
き
た
い
と
思

ふ
。
そ
れ
は
近
世
思
想
史
料
と
し

て
、
將

叉
明
治
佛
教
史
料
と
し
て
、
豐
富
な
思
想
と
内
容
と
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
徹
定
上
人

の
歡
學
を
知
る
に
大
切
な
、
上
人
の
論
著
目
録
を
掲
載
す
る
。
幸
に
殆
ん
ど
眼
碯
を
得
る
事

の
出
來
た
も
の
で
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

序
丈
或
は
跋
丈
等

に
よ
り
、

年
月
を
寫
し
、

且

つ
そ

の
所
在
を
附
記
し
て
置

い
た
。

但
し
二
三
未
見

の
も

の
も
あ
り
、
其
他
本
宗
寺
院
を
中
心
と
し
て
、
上
人
の
書
や
畫
贊
も
相
當
多
く
あ
る
こ
と
玉
思
ふ
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
何
れ
後
日
を

期
し
て
蒐
録
し
た
い
。
諸
賢

の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
次
第
で
あ
る
。
(昭
和
十
五
年
六
月
稿
)

縁

山
詩
叢
三
卷

天
保
壬
寅
冬
十
月

南
筑

釋
徹
定
謹
撰
(京
都
嵯
峨

正
定
院
藏
)

甘
露
記

一
卷

(
弘
化
四
年
)

闢
邪
管
見
録

二
卷

萬
延
紀
元
庚
申
秋
八
月

杞
憂
道
人
撰
(佛
專
藏
)

闢
邪
集

一
卷

萬
延
紀
元
庚
申
桂
月
題
於
縁
嬌
南
溪
古
經
堂
中

杞
憂
道
入
撰
(佛
專
藏
)

蓮
門
經
籍
録

一
卷

京
兆
了
蓮
寺
文
雄
輯
録

縁
山
南
溪
徹
定
増
補

壬
戌
仲
夏

古
經
堂
主
人
識

(佛
教
全
書

一
收
載
)

羅
漢
圖
讃
集
三
卷

文
久
壬
戌
蘭
月

佛
眼
山
徹
定
撰
(谷
大
藏
)

譯
場
列
位
二
卷

丈
久
三
年
癸
亥
夏
六
月

竺
徹
定
書
于
佛
眼
山
竝
蒂
蓮
花
閣
(解
題
叢
書
收
載
)



古
經
題
跋
二
卷

文
久
三
年
癸
亥
冬
嘉
卒
月
題
于
佛
眼
山
古
經
堂
(解
題
叢
書
收
載
)

續
興
學
編

一
卷

杞
憂
道
人
著

慶
應
丙
寅
秋
八
月
(比
丘
彦
孝
寫
)
(京
都
嵐
瑞
澂
氏
藏
)

所
濤
辯

一
卷

杞
憂
道
人
著

慶
應
戊
辰
春
新
鐫

古
經
堂
藏
版
(佛
專
藏
)

南
蠻
寺
盥
ハ廢
記

一
卷

戊
辰
王
正
人
日

題
於
古
經
堂
芸
憲
下

杞
憂
道
人
(日
本
思
想
鬪
諍
史
料
第
一
〇
卷
收
載
)

破
提
宇
子

一
卷

戊
辰
仲
春
題
于
華
頂
峰
忠
岸
精
舍
寓
廨

杷
憂
道
人
(續
々
群
書
類
從
第
=
一收
載
)

釋
教
正
謬
初
破
二
卷

明
治
紀
元
著
雍
閹
茂
蠶
月
下
浣

杞
憂
道
人
(目
本
思
想
鬪
諍
史
料
第

一
〇
卷
收
載
)

釋
歡
正
謬
初
破
再
破
三
卷

治
巳
初
秋
下
浣
題
於
海
東
佛
嶺
雙
蒂
蓮
花
閣

杞
憂
道
人
(谷
大
藏
)

笑
耶
論

一
卷

己
巳
夏
五

杷
憂
道
人
(嵐
瑞
澂
氏
藏
)

辨
道
書
目
提
要

一
卷

明
治
己
巳
仲
秋

佛
嶺
杞
憂
道
人
撰
(拙
藏
)
(眞
宗
全
書
第
二
七
珊
ノ
内
牧
載
)

佛
法
不
可
斥
論

一
卷

杞
憂
道
人
著

庚
午
三
月
未
定
稿
(佛
專
藏
)
(拙
藏
)
(明
治
維
新
紳
佛
分
離
史
料
卷
上
牧
載
)

高
僭
敬
紳
録

一
卷

明
治
八
年
第
四
月
上
浣

題
于
京
都
府
東
山
華
頂
峰
丈
室
大
教
正
養
鶴
徹
定
(佛
專
藏
)

吉
水
正
統
系
譜
略

一
卷

明
治
十
年
十
月

大
教
正
知
恩
院
第
七
十
五
世
順
徹
定
(知
恩
院
藏
)
(河
合
辨
雅
氏
寫
本
に
よ
る
)

績
古
經
題
跋

一
卷

明
治
十
六
年
九
月
念
七
日
也

古
經
堂
松
翕
識
(解
題
叢
書
牧
載
)

傳
語
匡
謬
及
餘
論

一
卷

戊
子
仲
冬

華
頂
山
隱
士
松
翕
(佛
專
藏
)

　

其
他
、
答
辯
譜

脈
私
案

一
卷
、
法
脈
論
稿

一
卷
、
授
手
印
考
證

一
卷
等

の
著
作
も
あ
る
。

註
①
藤
堂
祕
範
氏
「養
鷓
松
翕
徹
定
門
主
」
(龍
谷
大
學
論
叢
第
二
九
三
號
)
一
三
三
頁

養
鶴
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
歡
學

(藤
原
弘
)

三
九



四
〇

②
高
瀬
承
嚴
氏
「徹
定
と
行
誠
」
(現
代
佛
教
第
百
五
號
)
六
〇
〇
頁
i
六
〇
五
頁

藤
本
了
泰
氏
「
明
治
時
代
の
淨
土
宗
」右
同
誌
三
九
五
頁
ー
四
〇
六
頁

③
徳
重
淺
吉
氏
「
維
新
政
治
宗
教
史
研
究
」
一
三
二
頁

④
吉
水
正
統
系
譜
略
序
丈
、
淨
全
十
八

五
七
六
頁
-
五
七
九
頁
松
翕
自
傳
、
松
翕
年
譜
、
知
恩
院
史
四
二
九
頁
i
四
三
三
頁
、
七
〇
五
頁
、
藤
堂

氏
(前
竭
)
一
三
三
頁
以
下
等
參
照

⑤
明
治
維
新
紳
佛
分
離
史
料
卷
上

一
〇

一頁
i

一
八
ご
頁
「維
新
之
際
諸
宗
同
盟
會
議
」及
び
土
屋
詮
教
氏
「明
治
佛
歡
史
」
三
九
頁
ー
四
七
頁
參
照

⑥
⑦
闢
邪
管
見
録
卷
上
總
論

⑧
辨
道
書
目
提
要
序

⑨
弱
根
田
丈
明
居
士
「維
新
前
後
佛
教
遭
難
史
論
」參
照

⑩
江
東
雜
筆
(辻
善
之
助
氏
「日
本
佛
教
史
之
研
究
續
編
」
八
六
九
頁
放
載
)

⑪
慶
應
三
年
十
二
月
九
目
王
政
復
古
の
大
號
令
、
明
治
元
年
三
月
十
三
目
紳
祗
事
務
局
の
布
告

⑫
江
東
雜
筆
(前
碣
「日
本
佛
教
史
之
研
究
續
編
」
八
五
二
頁
收
載
)

⑬
太
政
官
日
誌

⑭
紳
佛
分
離
、
廢
佛
毀
釋
に
就
て
は
、

「明
治
維
新
紳
佛
分
離
史
料
」
辻
善
之
助
氏

「
日
本
佛
歡
史
之
研
究
續
編
」
二
一
以
下
、
及
び
土
屋
詮
教
氏

「明
治
佛
教
史
」第

一
章
等
參
照

⑮
維
新
の
御
宸
翰

⑯
徳
重
淺
吉
氏
「
維
新
政
治
宗
歡
史
研
究
」
六
四

一
頁

⑰
佛
法
不
可
斥
論
六
頁

⑱
目
本
思
想
鬪
諍
史
料
第
十
卷
所
收
「閑
愁
録
」



⑲
佛
法
不
可
斥
論
付
十
二
問
答
(佛
法
國
釜
篇
)

⑳
同
書
(鎭
護
國
家
篇
)

⑳
⑳
高
僣
敬
紳
録
序

⑳
佛
教
不
可
斥
論
八
頁

⑳
續
興
學
編
二
頁

⑳
護
法
總
論
(明
治
佛
教

護
國
篇
二
六
五
頁
)

⑳
井
川
定
慶
氏
「行
誠
上
人
と
淨
土
宗
傳
法
浩
革
」
(龍
谷
大
學
論
叢
第
二
九
三
號
)

林
彦
明
氏
「傳
燈
血
脈
と
五
重
傳
書
」
(專
修
學
報
第
五
號
)

養
鸛
徹
定
上
人
の
護
國
護
法
的
佛
歡
學

(藤
原
弘
)

四

一


